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はじめに 
 
 
 学校教育の情報化は、２０００年度（平成１２年度）から２００５年度（平成１７年度）まで
の６年計画で実施される「ミレニアム・プロジェクト『教育の情報化』」の開始により、大きな 
「転機」を迎えています。 
 コンピュータやインターネットを学校教育に活用していくことに関しては、我が国の多くの関
係者・専門家の意識や考え方が、諸外国には見られない特異な傾向を示していると言われていま
すが、その背景には、コンピュータの整備がこれまで「コンピュータ教室」に限られていたとい
うハード面の制約、「総合的な学習の時間」に対する過度の期待感、いわゆる「知識偏重」への 
反省が生み出した反動としての「知識を過度に軽視する傾向」などがあるのではないかと言われ
ているようです。 
 「ミレニアム・プロジェクト『教育の情報化』」は、「これまでも行われてきた『各教科』の 
授業を、コンピュータやインターネットを『道具』として活用することにより、すべての子ども 
たちにとって『分かりやすい』ものにする」という、国際的に見ても諸外国と共通する目的を目
指すものであり、各教育委員会や学校においても、その趣旨や内容を正しく理解することが重要 
です。 
 
 この資料は、２０００年度（平成１２年度）から開始されているこのプロジェクトについて、
教育委員会や学校などの教育関係者に正しい理解を持っていただき、我が国の教育の情報化の健
全な進展に資することを目的として、文部省学習情報課において作成したものです。この資料が
少しでも関係者の皆様のお役に立つよう、期待いたします。 
 
 
                           平成１２年７月 
 
                               文部省学習情報課  
 
 
 
 
 
 
 
 

注：この資料は、各教育委員会等において、教員等を対象とした非営利目的の会議・研修会
などのためにコピーしてご活用ください。ただし、必ず「全体」をコピーし、「部分利 

   用」はしないでください。 
 



 

 

１．１９９９年度までの計画   
   －「コンピュータ教室」の整備と活用－ 
 
 学校教育の情報化を推進するための政府の計画は、「１９９９年度（平成１１年度）までに策 
定されていた計画」と「２０００年度（平成１２年度）から開始された計画」との間に、その対
象や規模だけでなく、「趣旨」や「目的」について大きな差異があります。 
 このため、２０００年度（平成１２年度）から２００５年度（平成１７年度）までの６年計画
である「ミレニアム・プロジェクト『教育の情報化』」の意義を正しく理解する前提として、まず
１９９９年度（平成１１年度）までに策定されていた計画の内容を確認してみましょう。 
 
 (1) 計画の概要 
 
 まず「コンピュータの整備」については、１９９９年度（平成１１年度）までに策定されてい
た計画は、すべての公立小中高等学校等（約４万校）に「コンピュータ教室」を作ることを目標
としてきました。このための地方財政措置は既に完了していますので、適切な財政措置を行って
いる自治体においては、既にすべての公立小中高等学校等に「コンピュータ教室」が設置されて
いるはずです。コンピュータ教室に整備されているコンピュータの数としては、中学校・高等学
校では４２台（「１人１台」体制＋教員用２台）、小学校では２２台（「２人に１台」体制＋教員用
２台）というのが、基本的な数字です。 
 また、「インターネットへの接続」については、１９９９年度（平成１１年度）までに策定され
ていた計画では、２００１年度（平成１３年度）末までに約４万校のすべての公立小中高等学校
等についてインターネットへの接続を可能にすることを目指して、「学校接続」の拡大が進められ
てきました。公立小中高等学校等の「学校接続」率は、１９９９年（平成１１年）３月時点で約
３６％でした。 
 
 (2) 可能になったこと 
 
 これらの施策により可能になったことは、主として次の２点です。  
  (i) 「コンピュータ教室」で「コンピュータの使い方」に関する教育を行うこと 
  (ii)「コンピュータ教室」を「総合的な学習の時間」や「調べ学習」などに活用すること 
 当然のことですが、「コンピュータ教室の整備」を進めてきた１９９９年度（平成１１年度）ま
での計画では、コンピュータの活用についても、その範囲は、「コンピュータ教室」における「１
人１台体制」（小学校では「２人に１台体制」）を前提としたものに限られていました。このこと
が、「学校教育におけるコンピュータの活用は、コンピュータ教室で児童生徒がそれぞれコンピュ
ータを操作することにより、教科書などとは関係なく、総合的な学習の時間などに、子どもたち
が自由な発想で思考力を伸ばすためだけに行われるべきもの」という、日本にしか見られない偏
見を生む要因のひとつになったようです。 
 
 
２．２０００年度からの「ミレニアム・プロジェクト『教育の情報化』」の概要 
   －「すべての教室」の「すべての授業」での活用という「新しい世界」－ 
 
 (1)「ミレニアム・プロジェクト『教育の情報化』」の「目標」と「目的」 
    －「分かる授業」の実現－ 
 
 ２０００年度（平成１２年度）から６年計画で開始された「ミレニアム・プロジェクト『教育



 

 

の情報化』」（以下単に「ミレニアム・プロジェクト」といいます）について正しく理解するため
には、まずこのプロジェクトの「目標」と「目的」をよく理解しておくことが重要です。 
 このミレニアム・プロジェクトの「目標」は、１９９９年度（平成１１年度）までの計画が達
成した「コンピュータ教室の整備」という状況を大きく越えて、２００５年度（平成１７年度）
末までに、「すべての学校」の「すべての教室」の「すべての教科」の「すべての授業」におい 
て、「すべての教員」がコンピュータやインターネットを活用できるような状況を実現すること 
です。 
 このような目標に向かって様々な施策を展開していく「目的」は、コンピュータやインターネ
ットなどの「新しい道具」を使うことによって、これまでも行ってきた「教科書」を用いた「各
教科の授業」を、すべての子どもたちにとって「分かるもの」にするということです。このこと
は、学校教育においてコンピュータやインターネットを活用していくことについての基本的な目
的として、諸外国でも共通に強調されていることです。 
 特に日本では、「７・５・３」（授業についていける子どもたちの割合が、小学校で７割、中 
学校で５割、高校で３割という意味）などと言われる状況から子どもたちを救い出し、いわゆる
「落ちこぼし」をなくすことや、「すべての子どもたちが日々の授業についていけるようにする 
こと」が第一の目的であり、このことをよくご理解いただきたいと思います。 
 このため、ミレニアム・プロジェクトには、「コンピュータの使い方を学ぶ」とか「総合的な 
学習の時間にコンピュータ等を使う」といった側面は含まれていません。これらは１９９９年度
（平成１１年度）までに策定されていた計画によって既に可能になっていることであり、各学校
がそれぞれ実施していくべきものだからです。 
 日本の関係者・専門家の中には、「コンピュータ教室」における利用を前提とした「旧来の利 
用形態」にとらわれ、固定観念から抜け出せない人々が多いようで、「コンピュータやインター 
ネットは、コンピュータ教室での１人１台体制により、教科書などとは関係なく、総合的な学習
の時間などに、子どもたちが自由な発想で思考力を伸ばすためだけに使うべきもの」といった、
他国には殆ど見られない先入観や偏見があるようですが、こうした人々には、国際的な常識に合
わせた「発想の転換」をしていただく必要があります。 
 なお、「コンピュータ」と「総合的な学習の時間」との関係については、後に述べるように、 
「総合的な学習の時間」はコンピュータやインターネットを使うために作られたわけではない、
ということに注意する必要があります。 
 
 (2) 新しいプロジェクトが作られた経緯 
   －「バーチャル・エージェンシー報告」と「ミレニアム・プロジェクト」－ 
 
 ２０００年度（平成１２年度）から２００５年度（平成１７年度）までの６年間にわたって実
施されるミレニアム・プロジェクトの内容は、「バーチャル・エージェンシー『教育の情報化』 
プロジェクト」によって提案されたものです。 
 この「バーチャル・エージェンシー」とは、総理大臣によって作られた省庁横断的なプロジェ
クト・チームのことで、４つのチームが作られました。そのうちのひとつが、この「バーチャル 
・エージェンシー『教育の情報化』プロジェクト」というチームで、文部省生涯学習局長をリー
ダーとして、文部省、通産省、郵政省、自治省、内閣官房の課長レベルの職員各１名（文部省は
学習情報課長）の、合計６名で構成されていました。 
 このメンバーはひとつのオフィスに集まって仕事をしたわけではありませんが、適宜会合した
り、専門家からのヒアリングを実施したりして、１９９９年（平成１１年）１２月に総理大臣に
最終報告書を提出しました。この報告書の内容は、１９９９年度（平成１１年度）までに策定さ
れていた計画を越えるものとして企画されたものであるため、当然のことですが、「コンピュー 
タの使い方を学ばせる」という要素は含まれていませんし、「総合的な学習の時間」ということ 



 

 

ばも、学習指導要領を引用した１か所以外、全く使われていません。 
 この「バーチャル・エージェンシー『教育の情報化』プロジェクト」の報告書の内容を、予算
措置を伴う６年間の具体的な施策群としてまとめたものが、「ミレニアム・プロジェクト『教育の
情報化』」です。「ミレニアム・プロジェクト」とは、２０００年度（平成１２年度）予算の編成
時に、総理大臣が各省庁からプロジェクト型の提案を募集して、自ら採択・査定したものです。
この募集に応じて、文部省等が、「バーチャル・エージェンシー『教育の情報化』プロジェクト」
の報告内容を政策化した「ミレニアム・プロジェクト『教育の情報化』」を提案し、これが、８つ
のプロジェクトのひとつとして採択されました。 
 
 
３．「ミレニアム・プロジェクト」の主な内容 
    －各普通教室「パソコン２台＋プロジェクター」体制による動画コンテンツの活用－ 
 
 ミレニアム・プロジェクトは、様々な事業で構成されていますが、その主なものは以下に解説
するとおりです。 
 
 (1) コンピュータの整備 
   －国際的に共通する目標である「各普通教室２台＋プロジェクター」の実現に向けて－ 
 
 小中高等学校等でのコンピュータの整備状況は、アメリカの「児童生徒約６人に１台」（１９９
９年）に対して、日本は、イギリス（１９９９年に約１２人に１台）やフランス（１９９９年に
約１５人に１台）なみの、「約１３人に１台」（２０００年）という水準でした。ミレニアム・プ
ロジェクトにより、この数字は、２００５年度（平成１７年度）末までに、「５．４人に１台」に
なる予定です。 
 ここで注意する必要があるのは、例えばアメリカの「約６人に１台」というのは、「６人の子ど
もたちが１台のパソコンを囲んでいる」という意味ではない、ということです。どこの国でもほ
ぼ同じですが、学校へのコンピュータの導入は、まず１クラス分について「１人１台」体制を実
現するための「コンピュータ教室の整備」から手を付けます。問題は、それが終わった後に、「そ
の他の教室等に何台あるか」ということであり、これをならすと、アメリカの場合は「約６人に
１台」、日本の場合は「約１５人に１台」ということなのです。この数字は、全体の整備水準を比
較する場合には分かりやすいのですが、「学校現場での実際の利用形態」を示すものではありませ
んので、注意が必要です。 
 では、日本が２００５年度（平成１７年度）末までに達成しようとしている「５.４人に１台｣
とは、どのような整備状況を「ならした」ものなのでしょうか。これは、具体的には、次のよう
なコンピュータ整備の結果として達成されるものです。 
 
 (i) すべての「普通教室（学級）」に「各教室２台」ずつ整備 
 (ii) その他の教室等（特別教室など）用に「各学校６台」ずつ整備 
     （(i)(ii)については、併せてプロジェクター等を整備することを想定） 
 (iii)小学校の「コンピュータ教室」を、「２人で１台」から「１人１台」体制に充実 
 
 この「各普通教室(学級)に２台＋プロジェクター」という体制は、２０００年（平成１２年）
４月に東京で開催された「Ｇ８教育大臣会合」でも、国際的に共通する目標であることが確認さ
れました（ドイツは、この体制を２００１年度末までに達成する計画です）が、１台は教員用、
他の１台は児童生徒（の代表）用で、教員が１５～３０秒程度の動画をふんだんに使って、「分 
かる授業」を実現するための体制です。２台目のコンピュータを児童生徒が使う場面とは、今で 



 

 

言うと「先生に当てられた生徒が黒板に出てきて計算などの作業をする」という場合に相当する
もので、先生に当てられた生徒が動画コンテンツを操作したり、場合によってはインターネット
を通じて情報の検索をしてみる、といった状況です。 
 なお、「５．４人に１台では不足であり、１人１台にすべきだ」という意見が未だにあるようで
すが、こうした意見は、「コンピュータ教室（１人１台体制）でのコンピュータの活用形態」と「普
通教室等でのコンピュータの活用形態」を混同したものだと思われます。アメリカでも、この数
字の「理想」は「４～５人に１台」とされています。また、「１人１台が必要」という発想は、主
としてインターネットや電子メールの活用を想定したもののようですが、後に述べるように、こ
れらの活用については、将来は「現在パソコンと呼ばれているもの」を用いる必要性はなくなる
と思われます。 
 
 (2) インターネットへの接続 
   －「校内ＬＡＮ」による「全教室接続」を－ 
 
 インターネットへの「学校接続」の状況は、アメリカの約９５％（１９９９年）に対して、日
本は、イギリス（１９９９年に約６７％）やフランス（１９９９年に約７７％）に近い約５７％
（２０００年３月）でした。日本でも、ミレニアム・プロジェクトにより、２００１年度（平成
１３年度）末までには１００％の学校がインターネットに接続できるようになります。さらに、
ミレニアム・プロジェクトでは、こうした「学校接続」を越えて、「校内ＬＡＮ」の整備による 
「教室接続」が推進されます。 
 具体的には、すべての公立小中高等学校等（約４万校）のうち、約２０％に当たる約８０００
校の「大規模校」について、補助事業により専用サーバーの設置等の工事を行い、２００４年度
（平成１６年度）末までに「全教室のインターネット接続」を達成する計画です。これ以外の約
８０％の「小中規模校」における教室接続については、各学校独自に校内コンピュータの相互接
続（いわゆる「手作りＬＡＮ」の整備等）を進めることが想定されています。 
 なお、通信速度に関しては、２００１年度（平成１３年度）末までに１００％接続を可能とす
る「学校接続」については｢ＩＳＤＮ(６４ kbps)」とされていますが、ミレニアム・プロジェク
トでは、動画コンテンツを無理なく活用できる「１.５ Mbps」を想定しています。この速度の回
線網の全国展開について、政府全体としての達成目標年次が２００５年（平成１７年）とされて
いることから、ミレニアム・プロジェクト全体も２００５年度（平成１７年度）末を目標とした
計画とされているのです。 
 
 (3) 教員研修の実施 
   －９０万教員の研修を２年間で終了－ 
 
 学校教育においてコンピュータやインターネットを活用するのは、学校の教員や子どもたちで
あり、特に教員がこれらを使いこなせることが重要です。このため、ミレニアム・プロジェクト
では、約９０万人の公立学校教員全員について、２００１年度（平成１３年度）末までの２年間
で研修を終える予定です。 
 現在、「自分のためにコンピュータを使える」という教員は全体の約半数であり、また、「授業
における指導のためにコンピュータを使える」という教員はさらにその半数程度（全体の約４分
の１）となっています。ミレニアム・プロジェクトでは、２００１年度（平成１３年度）末まで
に、これらを各々倍増させる計画です。つまり、約９０万人のすべての教員が自分のためにコン
ピュータを使え、そのうち約半数が指導のためにコンピュータを使える、という状況が目標です。
さらに、ミレニアム・プロジェクトの完成年次である２００５年度（平成１７年度）末には、 



 

 

すべての教員が授業における指導のためにコンピュータ等を活用できる状態になることが期待さ
れています。 
 
 (4) 教科教育用コンテンツの開発 
   －「教科教育用」「教員用」「ディスプレイ用」コンテンツの開発・普及－ 
 
 コンピュータやインターネットは、いわゆるソフトやコンテンツ（デジタル化された教材等）
がなければ何の機能も発揮しません。また、コンピュータやインターネットが学校現場で活用さ
れるかどうかも、良質のソフト・コンテンツの有無に依存しています。このため、「各普通教室に
コンピュータ２台＋プロジェクター」という体制により、１５～３０秒程度の多くの動画コンテ
ンツを活用して、「教科書」を用いて行われる「各教科の授業」を「分かりやすく」するというミ
レニアム・プロジェクトの趣旨に沿って、「教科教育用」「教員用」「ディスプレイ用」のコンテン
ツの開発が促進されつつあります。 
 ミレニアム・プロジェクトのうちこの部分は、４つの事業によって構成されていますが、その
うち２つは、「体育・健康教育」に用いるコンテンツのデータベースと「芸術文化」に関するコン
テンツのデータベースを、文部省自身が独自に構築するものです。 
 また、残りの２つは、「将来は、教育委員会や企業などの様々な主体が、それぞれ独自に教科教
育用のコンテンツを開発・普及していく」という前提で、そうしたコンテンツを構築するための
手法等についての研究開発を２年間だけ行い、その成果を広く普及しようとするものです。これ
らのうちのひとつは、文部省の初等中等教育局が実施するもので、各都道府県の教育委員会や教
育センター等が既に所有している学校教育用の教材を、ネットワークによって広く提供していく
ための研究開発等を行うものです。 
 もうひとつは、文部省学習情報課が実施するもので、｢学習資源デジタル化･ネットワーク化推
進事業」と呼ばれており、企業、放送局、博物館、図書館などが持つ学習資源を、「教科書」を用
いた「教科教育」用のコンテンツ（教科書の各単元に対応した１５～３０秒程度の動画）に構成
する手法を開発するものです。この事業の意義と特徴については、後に詳しく解説します。 
 
 
４．「普及」のためのポイント 
    －教員の「目標達成」がこれまでより「楽」になるか？－ 
 
 これまでの解説から既にお分かりのように、ミレニアム・プロジェクトは、これまで「コンピ
ュータ教室」や「総合的な学習の時間」などの「既存の枠組み」の中に閉じこめられていたコン
ピュータやインターネットの活用を、「すべての教室」の「すべての授業」に拡大・普及させよう
とするものです。 
 このことは、２００２年度（平成１４年度）から実施される新しい学習指導要領において、コ
ンピュータ等の活用がすべての教科等の授業について奨励されていることとも軌を一にするもの
です。しかし新しい学習指導要領は、コンピュータやインターネットの活用を「推進すること」
は記述していますが、「各授業で使わなければならないという義務付け」はしていません。このこ
とは、現場の教員が「是非使いたい」と自然に思うような状況を作らなければ普及は達成されな
い、ということを意味しています。では、そのためにはどんなことが必要なのでしょうか。 
 
 (1) 教員の「意識改革」は不要 
   －「目標」の達成を「容易」にする「道具」は自然に使われる－ 
 
 教員によるコンピュータやインターネットの自発的な活用を進めるための方策について、「教 



 

 

員の『意識改革』が必要だ」などと言う人が多いようですが、授業にコンピュータやインターネ
ットを活用することについて、教員の「意識改革」などというものは全く必要ありません。 
 教員は、「子どもたちのために、より良い授業をしたい」「落ちこぼしを作らずすべての子ども
たちに『分かる授業』をしたい」という「意識」や「目標」を持つ必要はありますが、こうした
意識・目標さえ持っていれば十分なのであって、「コンピュータやインターネットを使うこと自体
に意義がある」などという「意識」を持つ必要は全くありません。上記のような「目標」を達成
する（「分かる授業」を実現する）ためにコンピュータやインターネットなどの「道具」が「役に
立つ」（「低い時間的コスト」で「目標達成」を「楽に」する）ものであれば、自然に使うはずな
のです。 
 英語教員の多くは、授業でカセット・テープを使っていると思われますが、これは、「カセット・
テープを使うこと自体に意義がある」という「意識改革」をした結果ではありません。「より良い
授業」「分かる授業」を行うための「道具」として「便利」である（低い時間的コストで目標達成
が容易になる）ためです。同様に、企業など多くの職場でコンピュータ等が活用されているのも、
「コンピュータを使うこと自体に価値がある」などという「意識改革」がなされたためではなく、 
単に「仕事を楽にする便利な道具」だからです。 
コンピュータやインターネットが教員によって十分に活用されていないとすれば、その原因は
「教員の意識」にあるのではなく、ハード、ソフト、システムなどを「提供する側」にある（低
い時間的コストで目標達成を楽にする便利なものを提供していないためである）ということを、 
よく認識しておく必要があるのです。 
 
 (2) アメリカではなぜ普及したのか？ 
   －テクノロジーが教員の仕事を「楽に」した－ 
 
 アメリカという国では、学校教育におけるコンピュータやインターネットの利用について、教
員が日本よりも積極的であると言われています。しかし実は、「自分のためにコンピュータを使え
る」という教員の割合や「授業における指導のためにコンピュータを使える」という教員の割 
合は、日米間にそれほど大きな差異はないのです。にもかかわらず、アメリカの教員の方が日本 
の教員よりも積極的であるということが事実であるとすれば、その原因は何なのでしょうか。 
 アメリカには（いい悪いの問題は別として）「学習指導要領」や「検定教科書」といったもの 
が、日本のようには存在していません。各教員は昔から、タイプライターなどを使って必要な教 
材を自作していたのです。そのような状態で「ワードプロセッサー」が導入されれば、当然これ 
が使われるようになりますが、これは、この「道具」を用いることにより「目標の達成」が「容 
易になる」（より簡単に言えば、「しなければならない仕事が『楽に』できるようになる」から 
です。 
 また、「パソコン」が普及すれば、これも当然使うようになります。パソコンの編集機能など 
によって作業がさらに「楽に」なり、自分の仕事について「目標をより効率的に達成できる」よ
うになるからです。さらに、「インターネット」への接続が可能になれば、これも当然使われま 
す。図書館に通うよりも教材作成などが「楽に」なり、子どもたちのために「より分かりやすい
授業をする」という目的が、より「効率的」に達成できるようになるからです。 
 これに対して日本には、民主的手続きを経て定められた法律等に基づき、「学習指導要領」や 
「検定教科書」というものが存在しており、９０万人の教員は１６００万人の子どもたちを対象
に、これらに沿った授業を日々行っています。こうした状況においてコンピュータやインターネ
ット等の活用を広く普及させるためには、「『学習指導要領』と『検定教科書』に基づく授業の 
内容」を「すべての子どもたちにとって『分かる』ものにする」という、すべての教員が共有す
る「目標」の達成について、教員が「楽になる」（この目標の達成が「容易」になる）ことが必 
要なのです。 



 

 

 教育関係者の中には、教員の仕事を「楽にする」とか、目標達成の「効率化を図る」といった
ことを「悪」と考えている人もいるようですが、あらゆる「目標」は、より「楽に」、より「効 
率的に」達成された方がよいのです。当然のことですが、教育活動は「何でも速くやればよい」
というものではありません。「ゆっくりやること」や「プロセスを大切にすること」によって達 
成させる「目標」があるからです。そのような目標については、「ゆっくりやること」や「プロ 
セスを大切にしながらやること」が「効率的」なやりかたであり、目標達成のための「楽な」方 
法なのです。 
 日本においても、コンピュータやインターネットを使うことにより、「これまでもしてきたこ 
と」について教員が「楽に」なるかどうか、また、「すべての子どもたちに『分かる授業』を実 
現して『落ちこぼし』をなくす」という「目標」の達成を容易にできるかどうか、といったこと
が、「普及」のために最も重要な鍵となるでしょう。 
 
 (3)「教科書準拠」の「教員用」「ディスプレイ用」のコンテンツの開発・普及 
    －これまでの授業を「分かりやすく」するための「動画コンテンツ」－ 
 
 上記のような、「すべての子どもたちに『分かる授業』を実現する」という教員の目標の達成 
を容易にするには、現在の日本においては、授業の大部分を占めている「『教科書』を使用した 
『各教科』の授業」というものに対応して子どもたちの理解を助けるような、「教科書準拠」の 
「教員用」「ディスプレイ用」のコンテンツが必要です。このようなコンテンツの開発・普及に 
ついては、これまで日本の関係者・専門家は冷淡でした（このこと自体が、諸外国の関係者・専
門家から驚かれています）が、これは、教員研修とならんで、多くの国々において最重要課題と
されていることなのです。 
 こうした学校教育の「目的」や「内容」等は、民主的な国家においては、それぞれ民主的手続
きを経て定められています（「国が定めることはせず、各自治体や各学校等に任せる」という制 
度も、こうした「定め」のひとつです）。アメリカでは、既に述べたように、各教員がそれぞれ 
教材を作成しなければならない制度であるため、そのための「道具」としてのコンピュータやイ
ンターネットの利用が急速に拡大しつつあります。 
 これに対して日本では、既に述べたように、民主的手続きを経て定められた法律等に基づき、
「学習指導要領」や「検定教科書」というものが存在しており、「各教科の授業」はこれらに従 
って行われているので、このような状況を前提として「子どもたちが教員の授業を『分かる』よ
うにする」ためのコンテンツが必要なのです。 
 これまで、いわゆる「詰込み」や「落ちこぼし」などの問題が指摘されてきた日本の授業は、
簡単に言うと、「すべての子どもたちが『分かる』ためには、本来１２時間かけて教えたり反復練
習させたりすべきことを、１０時間で詰め込み、結果として落ちこぼしを出していた」という状
況でした。これを、コンピュータやインターネットなどの「道具」を活用することによって、「１
０時間ですべての子どもたちが分かる」ようにすることが必要で、さらにできれば、「８時間で分
かる」ようにして、残りの２時間を「コンピュータ教室での調べ学習」や「体験活動」などに充
てられるようにするのが、ミレニアム・プロジェクトの趣旨なのです。 
 こうしたことを実現するためのコンテンツとしては、黒板に二次元の図を書いたのでは分かり
にくく、また、わざわざ実験器具を持ち込んだのでは「時間のコスト」がかかりすぎる、といっ
た場合に用いるものが典型的なものであり、例えば、「地球の地軸の傾きによる、夏と冬との日照
時間の差異」ということを示すための、２０秒程度の動画コンテンツといったものをすぐに挙げ
ることができます。特に日本では、単位授業時間当たりに児童生徒が学ぶべき知識の量が多いと
言われており、このような状況を改善するため、子どもたちが授業を「分かる」状態を「効率的」
に達成できるコンテンツが必要なのです。 



 

 

５．普及を妨げる「障害」 
   －「子ども」や「教員」が抱える現実の問題を無視した「独善」が普及を妨げている－ 
 
 ミレニアム・プロジェクトの実施により、１９９９年度（平成１１年度）までは「コンピュー
タ教室」に限定されていたコンピュータ整備やインターネット接続が大幅に拡大し、その活用に
ついても、これまでの「コンピュータの使い方の教育」「総合的な学習や調べ学習での利用」な 
どを大きく越えて、「すべての教室」の「すべての教科」の「すべての授業」において「すべて 
の教員」が活用する、という状況が目指されます。 
 
 しかし、「すべての教科」の「すべての授業」についてコンピュータやインターネットの活用を
「普及」していくことについては、日本では、次のような特異な問題・障害があると言われてお
り、諸外国ではあまり見られないこうした状況は、海外の多くの専門家・関係者を驚かせていま
す。 
 国民の血税を使って学校に整備されるコンピュータ等について、その有効な活用を普及してい
くためには、こうした問題・障害を克服していくことが重要です。 
 
 (1)「コンピュータ等の活用で日本の『教育』を変えたい」という独善的な考え方 
 
 第一は、日本には、「コンピュータやインターネットの活用を進めることにより、日本の『学 
校教育』の在り方そのものを（自分が思う方向に）変えたい」などという独善的な考えを持つ人 
々が、未だに多いということです。 
 このような人々が言う「学校教育の在り方」とは、「授業の手法」のことではなく、「学校教 
育の『目的』や『内容』そのもの」を意味しているようですが、こうした人々には、「『道具』 
というものは、『手段』は変えるが、『目的』を変えてはならない」という当然のことを、よく 
認識していただきたいと思います。民主的手続きを経て定められたものを、「手段」にすぎない 
「道具」の導入によって「なしくずしに変えていこう」という発想は、民主主義を否定する考え 
方と言わざるを得ません。 
 学校教育の目的や内容などについては、日本では国民の意思に基づき、教育基本法、学校教育
法、学習指導要領、教科書検定などの諸法令・制度が定められています。「道具」にすぎないコ 
ンピュータやインターネットは、これらによって定められた「目的」「内容」等のために使われ 
るべきものであり、こうした諸法令・制度などを「変えるべきだ」と考える人々は、「道具によ 
るなしくずし」ではなく、民主的手続きに則った努力を堂々と行うべきです。また、日本では一
部に、「現場の教員のニーズに対応していたのでは、日本の学校教育の現状を打破できない」な 
どという、信じがたい独善的な意見を述べる専門家がいるようですが、こうした見解に惑わされ
ないようにすることが重要です。 
 「道具」にすぎないコンピュータやインターネットの活用について検討した「バーチャル・エ
ージェンシー『教育の情報化』プロジェクト」の報告は、「子どもたちが変わる」「授業が変わ 
る」「学校が変わる」という３つの目標を掲げましたが、「教育が変わる」とは言っていないと 
いうことに、十分注意していただきたいと思います。 
 実は、このような「コンピュータの活用により教育そのものの在り方を変える」といった議論
は、２０年ほど前には欧米でも行われていました。しかし今日では、「コンピュータやインター 
ネットは単なる『道具』にすぎない」という健全な認識が定着し、こうした遅れた議論をする人
は極めて少なくなっています。「テクノロジーというものは、特定のテクノロジーの有無とは関 
わりなく民主的に定められる『教育の目的・内容』を、よりよく達成するための『手段』にすぎ
ない」という健全な認識が定着しているためです。これに対して日本では、新しい情報技術と教
育の関係に関する議論自体が、欧米より１０年ほど遅れて活発になりましたが、上記のような独



 

 

善的な意見が「専門家」の間に未だにはびこっているということについても、欧米より約１０年
遅れていると言えましょう。 
 教育の情報化に関するあるセミナーで、ある日本人研究者が、「アメリカに行って学校教育にお
けるコンピュータ利用を勉強しようとしたが、大変がっかりした。アメリカでは、コンピュータ
やインターネットは、『学校教育そのものを変革する契機』とは見られておらず、これまでもあっ
たカリキュラムを教えるための『単なる道具』にすぎないと思われている」と発言したことがあ
りましたが、この発言はむしろ、「アメリカの健全性」と「日本の一部専門家・関係者の遅れた発
想」を示すものと言えましょう。 
  
 (2)「コンピュータ等は『新しい画期的なこと』に使うべきだ」という強迫観念 
 
 第二は、日本には、「コンピュータやインターネットなどの新しいテクノロジーは、これまでの
教科教育の手段などということではなくて、子どもたちの思考力や創造性を伸ばすための、全く
新しい画期的なことに使うべきだ」といった、現場のニーズを無視した偏見を持つ人々が、未だ
に多いということです。 
 既に述べたように、これまでは「コンピュータ教室しかない」というハード面の制約があった
ことや、また、主として「教科書に基づく教科教育」以外の部分でコンピュータ等の活用が実験
的に進められてきたことなどから、諸外国では「当然のこと」とされている「従来の教科教育の
効率化のためのコンピュータ等の活用」という発想が、日本にはあまりありませんでした。しか
し、コンピュータやインターネットの活用が「実験段階」を経て「普及段階」に入りつつある今
日、「これまでもしてきたことへの活用」をまず優先するよう、「発想の転換」をする必要があり
ます。 
 新しいテクノロジーが導入されると、第一に「これまでもしてきたことが、より楽に、より完
璧に、より効率的にできるようになる」こと、第二に「これまではできなかった新しい画期的な
ことができるようになる」こと、というふたつの効果が生じます。日本では、学校教育における
コンピュータやインターネットの活用については、このことに関する専門家や関係者は、諸外国
とは異なり、これまで上記の「第二の効果」ばかり重視して、「第一の効果」を不当に軽視する傾
向があったのではないかと言われています。 
 既に述べたように、アメリカの教員の間にコンピュータ等の活用が急速に広がったのは、上記
の「第一の効果」が現場の教員に評価されたためであり、仕事（目的の達成）が「楽に」なる効
果が注目されたからです。学校教育への新しいテクノロジーの導入について、学校現場の現実の
問題から離れた所にいる専門家や研究者などが、それぞれの「夢」や「思い入れ」を持つのは自
由ですが、それを以て「こう使わなければいけない」という押しつけを学校現場に対して行うこ
とは、間違った態度と言わなければなりません。 
 
 「学級崩壊」等の問題から目を背け「バスをスクールバスにしない」ニーズ無視 
 
 日本には、国際的に見ても特異なこうした傾向があるため、専門家・関係者・関係企業などが
開発したり普及しようとしているソフト･コンテンツ･システムなどの多くが、「学校現場の『教 
員』や『子どもたち』が持っている『現実の問題』」を無視した、独善的なものになっていると 
言われています。このような「多くの人々のニーズを無視して作られたもの」は、広く普及する 
はずがないのですが、そのような状況を見て反省するどころか、「意識改革が必要」などと言っ 
ているのが、我が国の遅れた専門家等の現状です。 
 新聞の紙面に教育の問題が載らない日は殆どありませんが、そうした教育問題とは、主として
「学級崩壊」「不登校」「校内暴力」「いじめ」などといったものです。学校現場の教員や子ど 
もたちがこのような深刻な問題を現に抱えているのであれば、あらゆる「手段」や「道具」は、



 

 

まずこうした問題の解決に向けて使われるべきでしょう。しかし、いわゆる専門家等の中で、こ 
れまでコンピュータやインターネットをこうした問題の解決に使おうとした人が、どれだけいた
でしょうか。こうした深刻な問題から目を背けて、「○○小学校の児童が、インターネットを使 
って宇宙ステーションと交信した」といったたぐいのことを誇る傾向があったのではないでしょ 
うか。 
 これらの深刻な問題の背景・原因は、複雑・多岐であろうと思われますが、そうした背景・原
因の中には、「授業が分からない」とか「学校が楽しくない」といったことがあると言われていま
す。だとすれば、授業の大部分を占める「教科書を使ったこれまでの授業」を「分かるもの」に
して、学校を少しでも「楽しい場所」にするために、コンピュータやインターネットはまず利用
されるべきです。このようなことは、諸外国の関係者・専門家に言うと、「当たり前のこと。何を
いまさら」という反応が返ってくるのですが、日本国内では「新しい発想ですね」などと言われ
ることが多く、このことが日本の状況の特異さを示しています。 
 このような日本の状況は、コンピュータ等を「バス」に置き換えて例え話にすれば、次のよう
なことになりましょう。山の中にある学校がバスを寄贈されました。この学校では、子どもたち
が苦労して毎日数キロの徒歩通学をしているのですが、この学校の関係者はこのバスの使い道に
ついて、「バスで子どもたちを湖に連れて行き、環境学習をしよう」とか「外国人といっしょにバ
スに乗せて、国際理解教育をしよう」とか「隣の学校の生徒といっしょにバスに乗せて、学校間
交流をしよう」などということばかり言っており、誰も「スクールバスにして通学に使おう」と
は言わない。 
 これまでになかった画期的な活動を行うことの価値も否定しませんが、新しい「手段」は、そ
れよりも前にまず、「学校現場の人々が今苦しんでいる現実の問題の解決」に使われるべきでしょ
う。 
 
 「総合的な学習の時間」はコンピュータ・インターネットを使うことをねらいとして 
  設けられたものではない 
   
 コンピュータやインターネットの活用を「これまでも行ってきた各教科の授業」と切り離して
考えてしまう、という日本独特の問題は、「『総合的な学習の時間』に対する過度の期待」という
こととも関係していると言われています。 
 実際には、学習指導要領は、国語・算数・理科・社会などの教科の教育についても、「自ら学び
考える力の育成」「問題解決的な学習の重視」「自主的・自発的な学習の促進」といったことを定
めており、「教科教育＝知識詰込」「総合的な学習の時間＝思考力の育成」といった図式は成り立
たないのですが、なぜか「知識詰込みを打破するのは（教科教育の授業の改善ではなく）総合的
な学習の時間だ」という偏見が生じてしまったようです。 
 さらに、このような偏見と、「コンピュータやインターネットの活用を進めることにより、日本
の『学校教育』の在り方そのものを（自分が思う方向に）変えたい」といった独善的な考え方が
融合して、「コンピュータやインターネットは、『総合的な学習の時間』に子どもたちの思考力を
伸ばすために使われるべきもの（であって、教科書の内容を教えるようなことに使うべきもので
はない）」などという、国際的に見ても特異な考え方が生じてしまったようです。 
 しかしまず、「総合的な学習の時間」はコンピュータやインターネットを使うことをねらいとし
て設けられたものではない、ということを再認識する必要があります。小学校では、中学校や高
等学校のように「コンピュータの使い方を学ぶ」ことが必修化されていないため、「総合的な学習
の時間」などを活用してコンピュータ等に慣れ親しむこととされていますが、「総合的な学習の時
間」全体のねらいがコンピュータやインターネットと直結しているわけではないのです。 



 

 

 
 (3)「子どもの理解を助け」「教員を楽にする」ようなコンテンツへの無関心 
   －欧米並みの「教科教育用」「教員用」「ディスプレイ用」コンテンツの開発が必要－ 
 
 第三は、日本では、「教科書」を使って行われる「各教科の授業」を子どもたちにとって「分か
る」ものにするような、「教科教育用」「教員用」「ディスプレイ用」コンテンツへの関係者・専門
家の関心が、これまで極めて低かったということです。 
 こうした状況は、これまで指摘してきた、日本の関係者・専門家の特異な偏見や考え方に関係
していると思われ、諸外国の専門家が一様に驚くことですが、２００５年度（平成１７年度）末
に向けて「各普通教室にコンピュータ２台＋プロジェクター」という、国際的に共通する目標に
向けた整備が進められている今日、このような環境で使用される１５～３０秒程度の「ディスプ
レイ用」コンテンツを、教科書に準拠する形で、各教科ごとに豊富に用意することが急務となっ
ています。（将来は、「教育情報ナショナル・センター」のサイトにアクセスした教員が、担当す
る「教科」「学年」や使用している「教科書」の名称・出版社などを入力することにより、その教
科書の目次・内容に沿ったコンテンツが、データベースからネットワークを通じて提供されるよ
うなシステムが想定されています。） 
 欧米では、「学校教育にコンピュータを活用する」ということが始まった当初から、このような
「各教科の授業を『分かる』ものにする」ための「教員用」「ディスプレイ用」のコンテンツに関
心が集まり、このようなものの開発が進められています。これに対して日本では、既に述べたよ
うな特異な状況から、人々の関心が「児童生徒用」「調べ学習用」のものに集中してしまっており、
市場に流通しているソフトやコンテンツもこうしたものが大部分を占めるという、国際的に見て
極めて特異な状況が生じています。 
 日本でも、一部の人々は、例えば「水金地火木土天海冥」を子どもたちに速く理解・記憶させ
るための映像コンテンツといったものの研究を行っています。具体的には、「静止画と動画のどち
らが有効か」「動画の場合、１０秒から１分までどの程度の長さが有効か」「説明は、教員による
説明、ナレーションによる説明、動画中のキャラクターによる説明などのいずれが有効か」とい
ったことの研究です。こうした研究は、欧米ではかなり進みつつあるのですが、日本では、既に
述べた特異な状況のため、こうした研究や努力を、「くだらない」とか「つまらない」とか「電子
紙芝居にすぎない」などと批判する人が未だにいるのです。 
 いったい「誰にとって」これが「つまらない」とか「くだらない」と言うのでしょうか。そう
した傲慢な批判をする人々は、自分たちの「独善的な夢や理想や思い入れ」に照らしてこうした
批判をしているのであり、学校現場の教員や子どもたちが実際に「何に苦しんでいるか」などと
いうことや、学級崩壊、不登校、校内暴力、いじめなどの問題は、眼中にないのです。このよう
な批判は、例えて言えば、オリンピックの自転車競技の選手が、「普通の自転車」に乗ってスーパ
ーに買物に行く人を見て、「あんなことに自転車を使うのはくだらない」と言っているようなもの
で、極めて独善的で傲慢なものです。 
 
 「時間のコスト」の無視という問題 
 
 日本にも、「総合的な学習」よりも「教科教育」に着目し、子どもたちの動機づけや問題解決的
な学習を促して学習効果を高めるようなソフトやコンテンツは存在するのですが、その多くは「時
間のコスト」を無視しているという欠陥を持っているようです。 
 まず、それを使う教員が「準備のために要する時間」という問題があります。どんなに効果が
上がるものであっても、教員がこれまでよりも「楽に」なるのでなければ、現状でも非常に忙し
い教員の間に普及するはずがありません。Ａ地点からＢ地点まで、「歩けば３０分」で、「車だと
走るのは１０分だが、点検やエンジン始動などのため、結局毎回４０分かかる」というのであれ



 

 

ば、誰も車を使うはずがないのです。このような、「効果はあるが『時間的コスト』が高すぎる」
というコンテンツが普及しないと、これを作った専門家等は「教員の意識が低い」などと言う場
合が多いようですが、これは「意識」の問題ではなく、単純な「コスト･ベネフィット」(費用対
効果）の問題なのです。 
 こうした状況は、教育用のソフトやコンテンツをヘリコプターに例えれば、次のようになるで
しょう。あるヘリコプターのメーカーが、「各家庭でヘリコプターを持てば、あんなことやこんな
ことができるようになって、夢のような生活が実現しますよ」と言って、一般家庭にヘリコプタ
ーを売り込もうとします。ところが普通の家庭は、ヘリコプターを購入・維持するための様々な
コストを考えて、ヘリコプターを買おうとはしません。これを見てそのメーカーの人々が「こん
な便利なものをなぜ買わないのか。意識改革が必要だ」などと言っているのです。 
 また、「準備時間」というコストとは別に、「授業時間」というコストの問題も大きいようです。
例えば、ある教科のある部分（単元）の学習について子どもたちの動機づけや学習効果などに大
きな効果があるソフトやコンテンツであっても、その効果をもたらすのに「現在の授業時数以上
の時間」がかかるのであれば、結局「１年分の内容（教科書１冊）が１年間で終わらない」とい
う状況を招くため、広く普及するはずがありません。「すべての子どもが『分かる』ためには本来
１２時間かけて教えるべきことを１０時間で教えているために、『落ちこぼし』が生じている」と
いう状況にあって、「すべての子どもの学習効果を高めるが、１５時間が必要」というものは、無
意味なのです。 
 このような状況に直面すると、「そもそも現在の学習指導要領等に定められた内容や量や授業時
数などがよくないのだ」などと言う専門家がいるようですが、それならばまず、民主的な手続き
を経て学習指導要領を変えてからそうしたものを提供すべきでしょう。そのような努力をせずに
「現実の状況やニーズに合わないもの」を作っても、広く普及するはずがないのです。 
 
 「現場のニーズ」を伝えて関係業界を育てる必要 
 
 国際的な常識からはずれた日本の一部関係者・専門家の特異な考え方は、関係する多くの企業
等にも深刻な影響を与えてしまっており、「使いたいソフトやコンテンツ」よりも「一部の人が『使
うべき』と考えるソフトやコンテンツ」が蔓延してしまっています。こうしたものは当然広く普
及しませんが、このような「利用者のニーズに合わないものは普及しない」という単純な状況に
ついて、「教員の意識が遅れている」などという不当な批判が行われているようです。 
 自社の製品が売れないときに、「消費者のニーズに対応していたか？」という反省をせずに、「消
費者の意識の方に問題がある」などと言っていたら、その企業はたちまち倒産してしまうでしょ
う。日本の関係企業は、なぜこのような単純なことに気付かないのでしょうか。こうした状況か
ら、日本の「教育用ソフト・コンテンツ」の業界は、経済専門家から「日本で唯一『マーケティ
ング』をしない業界」（消費者のニーズを知ろうとしない業界）と言われているのです。 
 この業界の企業の中には、「『いいもの』を作っているのに売れない」という不満があるようで
すが、「作る側」の独善で「いいもの」（作る側が「いい」と思うもの）を作っても、売れるはず
がありません。自動車メーカーが、プロのレースに使うような「いい車」を作っても広く売れる
はずはありませんし、また、カップ麺のメーカーが栄養のバランスの観点から「いいもの」を作
ろうとしてスープを青汁にしたら、あまり売れないでしょう。 
 また、関係企業の中には、「現場の教員の意見を聞いて作ったのに売れない」と言う人もいるの
ですが、よく聞いてみると、通常はその「現場の教員」とは、いわゆる「オタク」などと言われ
るような人である場合が多いようです。こうした教員の意見をもとにコンテンツを作るのは、例
えて言えば、「オリンピックの自転車競技の選手の意見をもとに市販用の自転車を作る」ようなも
のです。オリンピック選手が言う「いい自転車」とは、チタニウム製で、小指一本で持ち上がる
ほど軽く、時速８０キロはだせて、値段は３００万円、などというものでしょう。こんな自転車



 

 

が広く売れるはずがありません。このようなものを作っている企業は、よく「コンピュータやイ
ンターネットの利用に関心が深い先生方には評判がよいのだが、『普通の教員』の関心をどうやっ
てウチの製品に向けさせていくかが課題だ」などと言いますが、これが「本末転倒」であること
は言うまでもありません。 
 実は、中には教員へのアンケート調査などを行っている企業もあるのですが、そもそも設問が
「総合的な学習や調べ学習での利用」のみを想定しているなど、予断と先入観によって作られて
いる場合が多いようです。また、自社のソフトやシステムを一定期間ある学校で無料利用しても
らった後、「使ってみて良かったか」とか「学校に導入したいと思うか」などのアンケート調査を
行い、その結果が極めていいのに学校や教育委員会が予算措置をしてくれない、などと言う企業
もあるようです。しかし、もし自動車メーカーが高級スポーツカーを１か月無料で貸してくれた
としたら、その後のアンケート調査で多くの人が、「使ってみてよかった」「是非ほしいと思う」
という所にマルをつけるでしょう。しかし、そのような車を実際に買う人は、そう多くはありま
せん。「ほしい」ということと、「（価格等のコストも含めて）ニーズに対応している」ということ
とは、全く別なのです。 
 教育用ソフト・コンテンツの業界は、上記のように「日本で唯一『マーケティング』（消費者の
ニーズの調査）をしない業界」であると同時に、マーケット内での失敗の原因を消費者の意識や
予算などのせいにし、「マーケットの所与の条件に苦情を言う」という、殆ど唯一の業界でもあり
ます。 
 例えば、「教員のニーズを把握するといっても、教員は９０万人もいて多様なニーズを持ってい
るので、なかなか把握が難しい」などということを言う企業関係者がいます。しかし、例えば「カ
ップ麺」のメーカーは、１億人の多様なニーズを調査して、醤油味、味噌味、カレー味、はては
「トムヤムクム味」のカップ麺まで生産・販売しており、たった９０万人の消費者のニーズが多
様だなどという苦情を言う業界は他にありません。こうした努力は、あらゆる産業にとって不可
欠なものなのです。 
 また、「学校のソフト・コンテンツ購入予算が少ない」というのも、「マーケットの所与の条件
に対する苦情」の一例です。様々な製品をマーケットに送り出すあらゆる分野の企業は、消費者
の所得の水準・分布を考慮した上で、自社の製品の内容・質・価格等を決めており、「自分の所得
に照らしていくらなら出すか」ということも、生産者側が対応すべき消費者のニーズの一部です。
例えば車についても、高額所得者だけをターゲットにするという企業戦略を持つ会社もあれば、
低所得者層への浸透も図るという経営方針の会社もあり、すべては「マーケットの所与の条件」
を踏まえて決定すべき方針次第なのです。勝手に高い価格を設定しておきながら、「消費者の側の
所得が低すぎるのが売れない原因」などという業界は、他にはありません。 
 学校のソフト・コンテンツ購入予算の関係では、「学校は、『文部省や教育委員会が予算を増や
してくれれば買う』と言っているので、なんとかしてほしい」という的外れの苦情も耳にします。
しかし、「文部省や教育委員会が予算を増やしてくれれば買う」というのは、セールスマンに「小
遣いを増やしてもらえたら買う」とか「遺産でも入れば買う」とか「宝くじでも当たれば買う」
と言うのと同じで、「いらない」ということを婉曲に言っているだけなのです。学校にしても個人
にしても、実際にはある程度の予算や小遣いを持っており、上記のようなコメントは、「今持って
いる金の使い道に関するプライオリティーを変更してまで、あなたが持ってきたものを買おうと
は思わない」ということ、つまり「いらない」ということを言っているからです。 
 このように、教育用のソフトやコンテンツに関する日本の業界は、まだ極めて未成熟であり、
かつ、消費者・利用者のニーズへの対応について、特異な様相を呈しています。学校におけるコ
ンピュータやインターネットの活用を普及し、「分かる授業」を実現するためには、関係業界の成
長が不可欠であり、消費者・利用者（学校や教員）の側も積極的に「ニーズ」を伝えていくべき
であると言えましょう。 



 

 

 
 文部省の「学習資源デジタル化・ネットワーク化推進事業」 
 
 こうした状況を打破するため、ミレニアム・プロジェクトの一環として、文部省学習情報課に
より「学習資源デジタル化・ネットワーク化推進事業」が実施されています。この事業は、各普
通教室に「コンピュータ２台＋プロジェクター」を整備し、「教科書」を用いて行われる「各教科
の授業」を子どもたちにとって「分かりやすく」するというミレニアム・プロジェクトの目的に
沿い、「教科教育用」「教員用」「ディスプレイ用」のコンテンツの「構築手法」を開発して普及し
ようとするものです。この事業は、参加希望者が「教員」「学習資源提供者」「教科書会社」など
で構成する「コンソーシアム」を構成し、文部省からの委嘱を受けて実施するもので、次の２つ
の特徴を持っています。 
 第一は、いわゆる「オタク」でない多数の「普通の教員」（同一学年の同一教科を教えている教
員）に「コンソーシアム」に参加してもらい、その教員たちから「どのような動画コンテンツを
使ったら、教科書を用いたその教科の通常の授業を、すべての子どもたちにとって『分かりやす
い』ものにできるか」ということについての意見・希望を聞き、これにしたがってコンテンツを
作り始めるということです。まず、「利用者の希望」から始めるわけです。 
 まず、２０００年（平成１２年）の秋までに参加教員の意見・希望を聞き、これに沿って「２
学期の後半」に使うコンテンツを作ります。そして、「２学期の後半」に、このコンテンツを参加
教員の方々に実際に使ってもらい、動画の内容、質、長さ、説明の方法などについて、３学期中
にその教員の方々による評価を行います。次に、その評価の結果を踏まえてコンテンツの作り方
を改良し、「来年の１学期」に使うコンテンツを作ります。このコンテンツについて再度試用と評
価を行い、このプロセスを合計３回程度繰り返します。 
 ２００１年度（平成１３年度）末には、「最初に聴取した教員の意見・希望」「これに基づいて
作られたコンテンツ（１年目の２学期用）のサンプル」「そのコンテンツを使った教員の感想・改
善意見」「これに基づいて作られた改良コンテンツ（２年目の１学期用）のサンプル」「その改良
コンテンツを使った教員の感想・改善意見」など、すべてのプロセスを、ＣＤ等により広く全国
に公開します。このように、「利用者である現場の『普通の教員』の意見・希望から出発する」と
いうのが、第一の特徴です。 
 第二は、構築するコンテンツを「教科書準拠」「検索不要」のものとすることです。具体的には、
対象となる教科書の「目次」に沿った形で動画コンテンツのサムネイルが示され、それをクリッ
クするだけでプロジェクターがその動画コンテンツ（１５秒～３０秒程度のもの）を映写するよ
うなものです。 
 実際の授業が「教科書」を用いて行われている以上、使われるコンテンツも、その目次に沿っ
て示すのが、利用者にとって便利です。また、「検索」などという面倒な操作はできるだけ回避さ
れるべきであり、目次に沿ってサムネイルを示すことによってこれを実現します。コンピュータ
には「検索機能」がありますが、「機能がある」ということと「その機能を実際に使うことが必要
か」ということは、全く別の問題です。 
 ある機能を使うには、当然「時間のコスト」がかかるのであり、その時間のコストを越えるメ
リットがないのであれば、ただ順番に並べればいいのです。「教科書の内容に関する授業を分かり
やすくする」ということを目指すときに、「検索」などという機能は、デメリットのみがあって、
メリットは殆どありません。「存在する機能は使うべきだ」などという「オタク的発想」に従う必
要はないのです。 
 なお、「実際に授業をしている現場の先生方の希望・ニーズから出発しよう」という趣旨のこの
事業について、「つまらない」「くだらない」「腹が立つ」などということを言っている「専門家」
がいるようですが、こうした人々は、「自分の考えに基づく『理想』」を優先して「現場で日々苦
労している教員が持つ現実の問題」を無視しており、国際的な常識から見ても特異な存在です。 



 

 

６．日本にしかない「情報教育」という考え方の重要性 
   －将来「パソコン」はなくなる？－ 
 
 最後に、日本にしかない「情報教育」という考え方の重要性について指摘しておきたいと思い
ます。 
 周知のように「情報教育」は、「情報機器の使い方に関する教育」を指すものではなく、「情報」
そのものに関する教育（「情報」の収集・判断・創造・発信などに関する教育）を意味しており、
例えば、「新聞の記事を、鵜呑みにせずに批判的に読む」といったことに関する教育も含まれてい
ます。「情報機器の使い方」を教えることは、単なる「手段」にすぎません。カナダの「メディア・
リテラシー教育」（「テレビやラジオの情報を鵜呑みにしない」ということに関する教育が含まれ
ている）という概念は、日本の「情報教育」にやや類似していますが、「新聞の読み方」について
は、州によって扱い方が異なるようです。 
 「情報」そのものを対象とする「情報教育」という概念の重要性を再確認することが重要なの
は、第一に、「情報」そのものの存在・流通や、これを収集・判断・創造・発信する能力の必要性
が今後とも持続するのに対して、「現在存在する情報機器」はどんどん変わっていくと思われるか
らです。また第二に、「現在存在する情報機器」は、まだ非常に使いにくい段階にあり、これを操
作したり操作方法を学ぶのに時間や手間がかかることから、それだけで「何かをした」ような錯
覚に陥りやすいからです。 
 車に例えて言うと、現在「パソコン」と呼ばれているものは、チャップリンの無声映画に出て
くる初期の自動車のようなものです。クランクでエンジンをかけ、自分で点火プラグの間隔を整
えてカーボンも掃除し、キャブレターの調整もしなければならないようなものです。２０年ほど
前には、運転免許を取るための教習所の講義で、これに近いことを教えていましたが、電子制御
のオートマチック車が当たり前になった今日、教習所の「構造」の授業も大幅に減らされていま
す。また、かつては多くの書店に、車の整備のしかたに関する本が車種別にたくさんありました
が、今では殆どなくなっています。 
 現在「パソコン」と呼ばれているものは、「電源を切るだけで３回の操作が必要」などというシ
ステムが多く使われていることからも分かるように、非常に使い勝手の悪い、開発初期の段階に
あるものです。こうした不便さを指摘すると、「君は知らんだろうが、パソコンというのはそうい
うものなんだ」などという専門家がいるようです。しかし、こうした人たちが自動車メーカーに
いたとしたら、「ギアチェンジが面倒だ」と言う消費者に対して「君は知らんだろうが、車という
のはそういうものなんだ」などと言って、オートマチック車を開発・販売する企業に敗北するで
しょう。消費者も、「こんなもん使いにくい！」ということを、もっとはっきり言うべきであり、
こうしたことが業界の健全な発展を促すことになるのです。 
 現在は、情報処理機能のある機器がいわゆる「パソコン」に限られているため、これが多くの
用途に使われていますが、将来は、その機能がバラバラになっていくと思われます。例えば、パ
ソコンでコントロールしながらご飯を炊けばおいしいご飯が炊けますが、そんなことをする人は
いません。ではどうなるかというと、炊飯器の中に小さなコンピュータが組み込まれるようにな
るのです。実は、これはもう実現しています。また、最近「インターネットで音楽を配信する」
というビジネスが起こりつつありますが、本当の音楽ファンはパソコンなどで音楽を楽しむはず
がありません。ではどうなるかというと、ステレオセットに「インターネット受信機能」が組み
込まれるようになるでしょう。 
 各家庭で電話に加入すると、家の外側に、コップを伏せたような形の器具が取り付けられます
が、この中で何が起こっているかを知っている人は殆どいません。将来は、いわゆる「ホーム・
サーバー」がこの程度の大きさになり、人々が意識せずに、種々の電気製品が、電源への接続と
同様の当然さでネットワークに接続されるようになるでしょう。 
 また、最近「インターネットに接続できる携帯電話」が爆発的に普及しつつありますが、この



 

 

ことの意義は、「携帯電話からインターネットにアクセスできるようになったこと」ではなく、む
しろ「インターネットや電子メールを使うために、パソコンは必ずしも必要なかったのだ」とい
うことを人々に気付かせたことです。インターネットを利用するために必要なのは単なる「受信
機」であり、電子メールのために必要なのは単なる「トランシーバ」であって、パソコンなど必
要ありません。これまでパソコンしか情報処理機能のある機器がなかったため、これを使ってい
ただけだったのです。 
 携帯電話以外にも、インターネット・電子メール専用機器は、既に普及しつつあり、学校教育
にインターネットを活用するということも、１０年後にはパソコン抜きで行われるようになるか
もしれません。また、ミレニアム・プロジェクトによって２００５年度（平成１７年度）末まで
に実現される、「各普通教室にコンピュータ２台＋プロジェクター」という体制も、２０１０年（平
成２２年）ごろには、コンピュータ抜きで、「インターネット受信機能と若干の情報処理機能を備
えたプロジェクター」だけですむようになるでしょう。 
 車が非常に扱いやすくなったように、情報処理機器も、将来は現在のテレビやステレオ並みの
使い易さになると思われますので、書店に「パソコンの利用」に関する本が山のようにある、と
いう現在の異常な状況は、そのうちになくなるでしょう。一時は多くの人々が学んでいた「ＣＯ
ＢＯＬ」や「ＢＡＳＩＣ」などのコンピュータ言語に関する知識が、一般のコンピュータ利用者
にとって不要になったのと同じように、今学校で教えている「コンピュータの使い方」は、１０
数年後には殆ど不要になると思われます。 
 １０数年後にそのような状況が出現したとき、「コンピュータの使い方」について殆ど教える 
必要がなくなった「情報教育」は、何をすることになるのでしょうか。そのときこそ、「情報教 
育」の本来の趣旨である「情報の収集・判断・創造・発信等に関する教育」ということの真価が 
問われるのです。車に例えて言うと、「情報化」に相当する「モータリゼーション」に対応する 
ための教育の目的は、技術が未熟な段階においては時間をかけざるを得ない「点火プラグやキャ 
ブレターの調整方法」を教えることではなく、「仕事や日常生活に車をどう活用するか」「世の 
中全体に車が普及したときに、社会の一員としてどう行動するか」といったことを学ばせること 
なのです。 
 



 

 

 
［参考］ 
 
         「ミレニアム・プロジェクト『教育の情報化』」の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
(１) 公立小中高等学校等のコンピュータ整備 
 ２００５年度（平成１７年度）末までに、全ての公立小中高等学校等（約４万校）について次
のような整備ができるよう､地方交付税措置を実施する。これにより､｢児童生徒５.４人/台｣の水
準となる。（注：米国が理想として目標にしているのは、「４～５人/台」） 
   
① すべての「普通教室（学級）」に「各教室２台」ずつ整備 
② その他の教室等（特別教室など）用に「各学校６台」ずつ整備 
（①･②については、併せてプロジェクター等を整備することを想定） 
③ 小学校の「コンピュータ教室」を「２人で１台」から「１人１台」体制に充実 

 
(２)公立小中高等学校等のインターネット接続 
① ２００１年度（平成１３年度）末までに、全ての公立小中高等学校等についてインター   
ネットへの「学校接続」ができるよう地方交付税措置を実施する。 
② ２００４年度（平成１６年度）末を目標に、「校内ネットワーク(LAN)」機能の整備に    
より、公立小中高等学校等についてインターネットへの「教室接続」を推進する。 

 
(３)私立学校のコンピュータ整備・インターネット接続 
２００４年度（平成１６年度）末を目標に、私立の小中高等学校等が、公立学校と同程度の 
水準の整備を目指して、コンピュータ整備・インターネット接続を行えるよう、助成を行う。 
 
(４)公立学校教員の研修の実施 
 ２００１年度（平成１３年度）末までに、全ての公立学校教員（約９０万人）がコンピュー 
タの活用能力を身につけられるよう、研修を実施する。 
 
(５)学校教育用コンテンツの開発 
 ２００５年度（平成１７年度）末までに、学校教育用コンテンツの構築手法の開発や、その 
成果の普及等を図る。 
 
(６)教育情報ナショナルセンター機能の整備 
 ２００５年度（平成１７年度）末を目標に、全国的な視野から教育の情報化を推進する「教 
育情報ナショナルセンター」機能の整備を目指す。 
 
 
 

目標：２００５年度（平成１７年度）末を目標に、「全ての小中高等学校等」からイン 
ターネットにアクセスでき、「全ての学級」の「あらゆる授業」において、教員 
及び児童生徒がコンピュータ・インターネットを活用できる環境を整備する。 


